
千葉県建設工事フレックス工期契約制度イメージ （参考資料）

余裕期間

工事着手日

（余裕期間内で
受注者が選定）

工期の終期
（特記仕様書に明記）

実工期（通常発注の適正工期と同じ）

工事着手期限
（特記仕様書に明記）

現場で作業可能な期間（技術者等の設置が必要な期間）

通常の工事

フレックス工期

全体工期（契約書に記載する工期）＝余裕期間＋実工期

契
約

契約から工事着手日の前日までは、監理技術者、主任技術者、現場代理人の設置が不要

契
約

工期（適正工期）

工期の始期

千葉県県土整備部 建設・不動産業課 電話043-223-3116

通常は契約の翌日が工期の始期となり、
同時に技術者等の設置が求められる。

余裕期間
○通常工事（単年度予算）
・・・契約締結日から９０日以内
○債務負担行為で初年度に
前払いをしない工事
・・・契約締結日から１２０日以内

フレックス工期契約制度を適用する工事は、特記仕様書に、
工事着手期限、工期の終期等が記載されています。


